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変更後 変更前 

  

 
市名 

区域の

区分 
区域の範囲 

  
市名 

区域の

区分 
区域の範囲 

 

 

尾道市 

第一種

区域 

告示別表の区域の区分が第１種区域及び第２

種区域に属する区域 

  

尾道市 

第一種

区域 

告示別表の区域の区分が第１種区域及び第２

種区域に属する区域 

 

 第二種

区域 

告示別表の区域の区分が第３種区域及び第４

種区域（都市計画法（昭和４３年法律第百号）

第８条第１項第１号に規定する工業専用地域を

除く。）に属する区域 

  第二種

区域 

告示別表の区域の区分が第３種区域（向島町

及び瀬戸田町の地域を除く。）及び第４種区域

（都市計画法（昭和４３年法律第百号）第８条

第１項第１号に規定する工業専用地域を除く。）

に属する区域 

 

 

 

 

 

新旧対応表 


